
ほけんだより                         令和５年１月１３日 

京都市立紫野高等学校 

学校生活部保健担当 
 

 

京都府において「インフルエンザの流行」が始まっています 
 
３年ぶりに行動制限のなかった年末年始でしたが、みなさん有意義に過ごせました

か。冬休みに生活リズムが乱れた人は、規則正しい生活に戻せたでしょうか。 

京都府においては、年末にインフルエンザが流行レベルに入りました。今後、新型

コロナウイルス感染症との同時流行が拡大する可能性もあります。 

感染予防対策の基本は、いずれも共通しています。「マスク」「手洗い」「黙食」「換

気」などの基本を怠らないようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面に続く） 

 

インフルエンザの

感染拡大を防止 

するためです。 



◇インフルエンザ、その他の学校において予防すべき感染症の出席停止の手続き 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（インフルエンザの場合）          （インフルエンザ以外の場合） 

 

           

 

 

                    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザの場合  その他の学校において予防すべき感染症の場合  

『欠席報告書』を保護者に記入して

もらい、再登校時に担任に提出する。 

＊医師に記入してもらう必要は 

ありません。 

＊『学校への報告書』の代わりに 

医師の診断書でも可。 

『学校への報告書』を医師に記入 

してもらい、再登校時に担任に提出 

する。 

＊医師の記入なので、文書料が必要な 

場合があります。 

＊『学校への報告書』の代わりに医師

の診断書でも可。 

手続き完了 

「インフルエンザによる欠席報告書」「学校感染症についての学校への報告書」は、 

紫野高校のホームページからプリントアウトすることもできます。 

 

 

診断されたら、すぐに担任に連絡する。 

 

医師の登校許可が出るまで学校を休み、休養する。  

 

 


